
　フジテレビの事件、詳細は全然みていま

せんが、企業の不祥事対策について弁護

士として考えさせられます。

　昭和、平成初期の時代の企業の不祥事

対策で一番大切なことは「企業ぐるみ」とと

られないことでした。「企業ぐるみ」の意味

がわかりにくいのですが、不祥事に会社の

社長や経営陣が直接関与していたら「企業

ぐるみ」のようなイメージです。そのために、

不祥事の処理において、直接の責任は担

当者レベルですませ、社長や経営陣は監督

不十分くらいで事件を終わらせることに腐

心しました。

　広報もその流れで動き、マスコミも世の

中も「社長も実際は知っていた」と思いなが

ら、このような幕引きで許してくれました。不

祥事が企業ぐるみでなければ、会社自体の

問題ではないとしてやがて忘れてもらえま

した。

　江戸時代でもないのに、なぜ「殿」を守る

ことがそれほど大切なのか、よく考えると不

思議ですが、みなそれが当然と思っていま

した。その後、企業の開示責任が重くなり、

このような処理はとりにくくなりましたが、そ

れでも会社内の根本的な考え方は変わっ

ていないと思います。

　しかし、今回の事件をみると、そのような

考え方が通用しない世の中になったことが

わかります。社長や会長が記者会見にて

「○○でないことを信じる」と言ってますが、

昔はそれで許された（少なくともマスコミも

それ以上追及しない）のですが、それが許

されていません。そうした意味で今後の不

祥事対策はますます難しくなるとともに、不

祥事を起こさないことがますます重要に

なってきます。

　では、会社のガバナンス、コンプライアン

スをきちんとやればよいかというと、そんな

に単純なことではないと思います。

　今回の事件でN氏が起こしたことが巷で

言われているとおりであれば次元がかわり

ますが、今回ほどひどいことではなくても、

会社の中で理不尽なことが起きて、会社の

中の力関係で被害者が何もできないケー

スはたくさんあります。

　セクハラ被害にあっても加害者が会社の

中で力のある人である場合、会社が加害者

をくびにすることはないので、事件処理後

一緒の職場で働くのがいやで会社に何も

言わないでそのまま我慢して同じ会社で働

いている人がいます。

　弁護士が言うことではないかもしれませ

んが、法律違反があってもそれが是正され

る保証はないのが世の中です。法律以上の

社会的な力がはたらいて、正義が貫けない

ことがたくさんあります。難しいのは、みなが

見て見ぬふりをしている不正義のどこから

が許されないかの判断です。

　フジテレビの事件はこの点において、昔

はやった「赤信号みんなで渡れば怖くな

い」をやらかしてしまった事案かもしれませ

ん。フジテレビの事件を他山の石とせず、自

分の会社が正義を実際に実行できるよう

な体制になっているか、みんなが見て見ぬ

ふりをしている不正義がないかを、きちんと

見直すよいチャンスではないかと思います。
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